
 

 

 

令和７年７月１日から定期報告制度に関連する国の告示が改正され、調査・検

査項目の重複が解消・合理化する、新技術の活用も可能となる等見直されました。 

告示改正にあわせて、豊田市も定期報告に係る市細則を一部改正し、調査・検

査の取扱い等が変更されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆告示・市細則改正に伴う主な変更点 

【定期調査・定期検査共通】 

・「目視」で確認するとされていた項目が、「目視又はこれに類する方法」（赤外線装置、可視カメ

ラ、センサー等）によって確認することが可能になりました。 

 

【特定建築物の定期調査】 

・常時閉鎖式の防火扉は、改正後も引き続き定期調査で報告する調査項目となりました。 

 

・定期調査で作動の状況等を確認する設備（予備電源内蔵型の非常用照明装置、常時閉鎖式

の防火扉など）の項目について、調査結果表の結果記入欄が変更されました。 

 （報告の種別（定期調査又は建築・防火設備定期検査）は、本改正前後で変更はありません。） 

 

【特定建築設備（建築設備・防火設備・昇降機等）の定期検査】 

・一部設備の妨げとなる「物品の放置の状況」が検査項目に追加されました。 

 

・危害防止装置の検査を要する防火扉が、「人の通行の用に供する部分」の防火扉に限ると明

確化されました。 

 

・自動検査機能を備えた非常用の照明装置の、点灯時間や照度等一部の検査項目において自

動検査機能を活用できるようになりました。 

 

◆参考 報告書様式の入手先 

・（一財）愛知県建築住宅センターウェブサイト「申請書ダウンロード（特定建築物定期報告）」 

https://www.abhc.jp/download/?cat=22&q= 

◆参考 国土交通省の告示改正案内 

・国土交通省ウェブサイト「建築基準法に基づく定期報告制度について」 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html 

 

 

 

 

 

 

定期報告制度とは・・・ 

高齢者・障害者等が就寝する建築物や不特定多数の者が利用する

建築物では、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあり、

より一層の安全確保をする必要があります。そのため、建築物の所

有者又は管理者に対して、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害

時の被害を軽減させるため、建物の維持管理の状況を定期的に専門

家に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを義

務づけた制度です。 



＜定期報告の対象となる建築物・建築設備等＞ 

表① 定期報告の対象となる特定建築物の用途・規模と報告時期 

用途 
対象規模※1 

（次のいずれかに該当するもの） 

報告時期 

（以降 3 年毎） 

劇場、映画館、演芸場 

① 3 階以上又は地階にある※2 

② 客席の床面積が 200 ㎡以上 

③ 主階が 1 階にない※2 

令和 8 年 

9/1～11/30 

観覧場、公会堂、集会場 
① 3 階以上又は地階にある※2 

② 客席の床面積が 200 ㎡以上 

令和 8 年 

9/1～11/30 

病院、診療所（患者の収容施設があるもの） 

① 3 階以上又は地階にある※2 

② 2 階の床面積が 300 ㎡以上 

令和 10 年 

9/1～11/30 

就寝用福祉施設 
（サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短

期入所施設等、障害者支援施設、助産所等） 

令和 9 年 

7/1～9/30 

旅館、ホテル 
令和 10 年 

7/1～9/30 

体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポー

ツ練習場（いずれも学校に付属するものを除く） 

① 3 階以上の階にある※2 

② 床面積が 2,000 ㎡以上 

令和 9 年 

9/1～11/30 

物品販売業店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食

店等 

① 3 階以上又は地階にある※2 

② 2 階の床面積が 500 ㎡以上 

③ 床面積が 3,000 ㎡以上 

令和 8 年 

7/1～9/30 

事務所 

次のいずれにも該当するもの 

・階数が５以上 

・床面積の合計が 1,000 ㎡超 

・３階以上の階又は地階にある 

令和 9 年 

9/1～11/30 

複合用途 

次のいずれにも該当するもの 

・床面積の合計が 1,000 ㎡超 

・３階以上の階又は地階にある 

令和 10 年 

9/1～11/30 

※1 該当する用途の床面積が 100 ㎡以下のもの、又は、該当する用途が避難階のみにあるものは対象外 

※2 政令指定:床面積が 200 ㎡を超えるもの 

表② 対象となる建築設備等と報告時期 

 

定期報告に関する窓口 【定期報告に関するお問い合せ】 

豊田市都市整備部建築相談課審査担当 

住 所：豊田市西町 3-60  豊田市役所西庁舎 4階 

   電 話：0565-34-6649  ＦＡＸ：0565-34-6948 メール：kensodan@city.toyota.aichi.jp 

建築設備等 対象規模 報告時期 

換気設備 

（給気機及び排気機に限る） 

定期報告対象建築物に設置されたもの 

毎年 

7/1～11/30 

排煙設備 

（自然排煙設備を除く） 

非常用照明 

（予備電源内蔵型を除く） 

防火設備 

（防火ダンパー、外壁開口部

の防火設備は除く） 

① 定期報告対象建築物に設置されたもの 

② ①以外の規模の病院、有床診療所又は就寝用福祉施設

で床面積が 200 ㎡を超える建築物に設置されたもの 

昇降機 令第 129 条の 3 第 1 項に掲げる昇降機 
毎年 

（検査済証の交付を

受けた日の属する

月の前１月間） 
遊戯施設 

・ウォーターシュート、コースターその他これに類する高架の遊

戯施設 

・メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これに

類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 


